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１【提出理由】

　当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたし

ましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19

号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該事象の発生年月日

2019年３月７日

 

(2）当該事象の内容、(3）当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

 

損失引当（営業費用）及び傭船解約（特別損失）の計上

当社における翌期以降の抜本的な収益力の改善を目的とする構造改革を検討した結果、コンテナ船事業統合会社

Ocean Network Express社に対して当社船舶の傭船を行っているコンテナ船に関連する損失について、合理的に見

積り可能な金額を約150億円引き当てる事といたしました。加えて、同コンテナ船の一部不経済船や市況影響を受

ける中・小型ドライバルク船の一部不経済船の傭船解約を実施する事といたしました。これらの傭船解約に係る特

別損失として、約500億円の計上を予定するものです。

 

 

以　上
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